
                福祉サービス第三者評価の結果       様式第 9号 

 

１ 福祉サービス事業者情報 

 （1） 事業者概況 

施 設 名 称 津 軽 野 保 育 園 種   別 保  育  所 

管理者氏名 園 長 渋 谷 省 吾 開設年月日 昭和 44 年 4月 1日 

経 営 主 体 社会福祉法人  松島中央厚生会 定   員 120人 受入可能人数 150人 

所 在 地 (〒 037-0013)  青森県五所川原市大字米田字八ッ橋 67-2 

連絡先電話  0173 – 35 - 2368 ・ 0173-26-0712 FAX電話   0173 – 34 - 4123 

 （2） 基本情報 

サービス内 容 (事業内容) 施設の主な行事 

1.乳児保育           6.延長保育 

2.一時保育           7.休日保育 

3.障害児保育          8.学童保育 

4.ふれあい保育            

5.地域活動            

 ・世代間交流事業        

 ・異年齢交流事業 

 ・育児講座・育児と仕事両立支援事業 

 ・障害児保育推進事業 

4月 入園・進級式、歯磨き講習会、りんごの蕾の観察 

5月 子どもまつり、りんごの花見と人工授粉 

6月 保育参観、プール開き、りんごの実すぐり 

7月 親子バス遠足、七夕まつり、りんごの袋かけ 

8月 りんごの袋はぎとシール貼り、プール納め 

9月 運動会、十五夜の集い、りんごの葉とり 

10月 歯磨き講習会、園祭、りんごの収穫（北斗） 

11月 七五三お祝、りんごの収穫（ふじ）、りんごの木冬支度 

12月 クリスマス発表会、クリスマス子ども会、もちつき会 

１月 保育参観、りんごの木の観察、りんご工場見学 

２月 節分豆まき会、りんごの枝切り 

３月 雛祭り、卒園式、お別れ会、りんご芽出し観察とかびはぎ 

居 室 概 要 居室以外の施設設備の概要 

〈1 階〉 ・保育室 3  ・小ホール 1 ・ホフク乳児室 4 

・調乳室 2 ・もく浴トイレ 1 ・湯沸室 2  ・職員室 1 

・医務室 1 ・休憩室兼談話室 1    ・調理室 1 

・食品庫 1 ・調理員休憩室 1 ・通用口 1 ・下足室 1 

・ト イ レ4  ・風除室 1   ・機械室 1 

〈2 階〉 

・遊戯室 1  ・ステージ1  ・倉庫 1  ・放送室 1 

・ト イ レ 1  ・踊場階段 1 

・防犯カメラ 1台設置  

 ・AED設備設置 

 ・非常通報装置設置 

 ・屋上プール設置 

 ・全面床暖房設置 

・駐車場設置 
 

  (2階遊戯室) 

            職 員 の 配 置 

 

職  種 人 数 職  種 人 数 

 

園 長 １ 栄 養 士 ３ 

主任保育士 １ 嘱託医（内科） １ 

保 育 士 ２１ 嘱託医（歯科） １ 

看 護 師 １ 園バス運転、清掃員 各１(業務委託) 
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２ 評価結果総評 

 ◎ 特に評価の高い点 

保育園創立(昭和４４年)当時の地域は、季節保育所的な乳幼児の保育や教育をする場が無い農村地帯でし

たが、その地域の方々の強い要望と創立者(前理事長)の児童福祉に対する深い想いで、保育園を篤志で創立

したことなど、聴き取りや資料等で良く分かりました。現在も地域の保育・福祉ニーズに対応し、保育所の特性を

生かした地域の子育て支援活動など、園・家庭・地域が一体となった保育活動の実践が高く評価されます。 

保護者の仕事と子育て両立支援として、延長保育や障害児保育の補助事業の他、一時保育や休日保育(今

年度より補助事業)、学童保育や家庭教育学級等、多くの自主事業が行なわれており、多様な保育ニーズに対

応した事業運営がなされています。また、保育サービス向上の為に職員の資質向上を図り、自己研修計画・評

価シートの活用や社会保険労務士と連携した人事評価規程の策定、職員によるコンピテンシー（能力や適格性

の自己申告評価）の導入など、一人ひとりの意識を高める取り組みがなされている事も評価されます。 

施設整備面では、地域の保育ニーズに対応する定員増や全面改築・増築を実施し、各保育室共子どもの成

長や体調、活動・行事等に応じ、開放可能な保育室となっています。また、乳児室の弾力性のあるフローリング

や各保育室入口の扉窓にアクリルを使用するなど安全面にも良く配慮していることなど、高く評価されます。 

◎ 改善を求められる点 

事業計画や中長期計画等は法人や施設毎の理念・方針等を基に、内容も広く詳細に分類し作成されています

が、管理者層や理事会が主体となって作成し、また各マニュアル等は管理者層と一部の職員での作成となって

いますので、職員全体が関わる事業計画等の部分や各マニュアル等の作成・見直し等に職員の意見を取り入

れて作成していくことが望まれます。それにより、職員の共通理解や周知、意識の向上が図られ、更なる保育サ

ービスの向上に繋がっていくものと思われます。                                                

人事評価規程が策定され自己申告評価等を行っていますが、更にそれらを通して通常から管理者と職員の

意識や意志の疎通を図り、書面等でのフィードバックを充実させ、客観性や透明性の確保に配慮した実効性の

ある取組みとなることを期待します。 

３ 第三者評価に対する事業者のコメント 

第三者評価の受審は、当園にとって、画期的な変革を与えてくれました。

その第一は、管理職も含め全職員が、様々な問題を素直に受容し、意識改

革へのスタートと受け止めていることです。その第二は、問題点が具体化さ

れたことにより、福祉サービスの質の向上へ向けての筋道となる羅針盤を得

たことです。そして第三は、利用者である子どもや保護者にとって、よりよい

福祉事業や保育サービスの必要性を具体的に認識できたことです。 

今後は、これらの具体的な問題について、園内研修や職員会議などにお

いて継続的に取り組みながら、実質的な共通理解を図っていきます。私たち

は、保護者や地域社会と連携しながら、子どもの最善の幸福を願い、心温ま

る豊かな保育園を目指し、職員一丸となって取り組んでいきます。  

 

平成 23年 11月 10日 提出 

 （評価機関→推進委員会） 

評価機関 

名      称 福 祉 サポートサービス 

所  在  地 青森市青柳 1丁目 8-28 

事業所との契約日 平成 23年 6月 1日 

評価実施期間 平成 23年 6月 1日 ～ 平成 23年 9月 27日 

事 業 所 への 

評価結果の報告 
平成 23年 10月 28日 
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評価細目の第三者評価結果 

 評価対象 Ⅰ  福祉サービスの基本方針と組織 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

Ⅰ－１  理念・基本方針   「すべての子どもと子育て家庭等を対

象に、豊かな生活の営みの実現と子育て

文化の創造を目指して…」と保育理念に

謳い、保育基本方針・保育目標等が具体

的に明記され、玄関や廊下、各保育室に

掲示し職員への周知が図られています。 

保護者等へは、入園のしおり等に掲載

し入園式等でも説明周知に心がけていま

すが、更に、法人や保育園の運営内容の

理解を促すためにも、公共施設や集会所

等への資料等を配置したり、ホームペー

ジ等により、広く地域へ周知していく取り

組みが望まれます。 

 

Ⅰ－１－（１）  理念、基本方針が確立されている。  

 

Ⅰ－１－（１）－① 理念が明文化されている。 ａ 

Ⅰ－１－（１）－➁ 
理念に基づく基本方針が明文化さ 

れている。 
ａ 

Ⅰ－１－（２）  理念、基本方針が周知されている。  

 

Ⅰ－１－（２）－① 
理念や基本方針が職員に周知さ

れている。 
ａ 

Ⅰ－１－（２）－➁ 
理念や基本方針が利用者等に周

知されている。 
ｂ 

Ⅰ－２  計画の策 定  平成１９年度より中・長期計画が策定さ

れており、組織体制づくりや新たな保育

サービスの実施・人材育成等についての

具体的な内容とビジョンが明確にされて

います。計画も法人と津軽野・長橋保育

園それぞれ作成され、理事会での承認や

報告もなされています。 

事業計画の策定は、各担当者の意見

を集約し主任保育士が起案し、保育内容

や組織運営等、詳細に作成しています。 

事業計画が自由に閲覧できるように配

置していますが、職員や利用者等の理解

を促すには十分とは言えず、今後は職員

全員の共通理解と意識の共有を図る取

組みと、利用者等へは簡潔にまとめた物

の配布や保護者会等で詳しく説明してい

くことが望まれます。今後、職員や保護者

の意向等も組み入れた計画の作成を期

待します。 

  

Ⅰ－２－（１）中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。  

 

Ⅰ－２－（１）－① 中・長期計画が策定されている。 ａ 

Ⅰ－２－（１）－➁ 
中・長期計画を踏まえた事業計画

が策定されている。 
ａ 

Ⅰ－１－（２）  事業計画が適切に策定されている。  

 

Ⅰ－２－（２）－① 
事業計画の策定が組織的に行わ

れている。 
ａ 

Ⅰ－２－（２）－➁ 事業計画が職員に周知されている。 ｂ 

Ⅰ－２－（２）－③ 
事業計画が利用者等に周知され

ている。 
ｂ 

Ⅰ－３  管理者の責任とリーダーシップ  
職務分担表等に管理者としての役割、

業務分掌が具体的に明記され、各研修

等に参加し、最新の情報を収集し正しく理

解出来るよう心がけています。 

今後更に、有事（災害、事故等）におけ

る園長の役割と責任について明確化し、

会議等において表明していくことを期待し

ます。また、遵守すべき法令等をリスト化

し、全職員への周知を図る取り組みが望

まれます。 

年 2 回の保護者アンケートや行事毎に

アンケートを取り、集計し、話し合いを持

ち、改善事項を保護者へ報告するなど

し、園長が中心となり、保育の質の向上

に努めています。業務の効率化について

は、更に園全体で話し合う機会を設ける

など、職員の意向等も採り入れながら、

一人ひとりの共通理解を促していくことが

望まれます。 

  

Ⅰ－３－（１）  管理者の責任が明確にされている。   

 

Ⅰ－３－（１）－① 
管理者自らの役割と責任を職員に

対して表明している。 
ａ 

Ⅰ－３－（１）－➁ 
遵守すべき法令等を正しく理解す

るための取り組みを行っている。 
ｂ 

Ⅰ－３－（２）  管理者のリーダーシップが発揮されている。  

 

Ⅰ－３－（２）－① 
質の向上に意欲を持ち、その取り組

みに指導力を発揮している。 
ａ 

Ⅰ－３－（２）－➁ 
経営や業務の効率化と改善に向け

た取り組みに指導力を発揮している。 
ａ 
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 評価対象 Ⅱ  組織の運営管理 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

Ⅱ－１  経営状況の把握  各保育団体等へ加盟し、社会福祉全

般の動向をいち早く見極め、法人・保育

園経営に良く反映させています。 

財務管理は、月次試算等を会計事務

所に委託し、専門家からの意見や指導を

取り入れています。今後は地域の子ども

数や世帯数を把握し、中長期計画等に反

映させたり、福祉事業・保育事業などに関

する有識者等から指導・助言を受ける体

制づくりを期待します。 

 

Ⅱ－１－（１）  経営環境の変化等に適切に対応している。  

 

Ⅱ－１－（１）－① 
事業経営をとりまく環境が的確に把

握されている。 
ａ 

Ⅱ－１－（１）－➁ 
経営状況を分析して改善すべき課

題を発見する取り組みを行っている。 
ａ 

Ⅱ－１－（１）－③ 外部監査が実施されている。    ｂ 

Ⅱ－２  人材の確保・養成     事業計画や中・長期計画において、法人

が求める職員像や配置計画があり、それに

沿った人事管理が行なわれています。ま

た、社会保険労務士と職員の参画で人事評

価規程が作られ、職員によるコンピテンシ

ーを基に人事考課を行い、個人面談等によ

り職員の意向等を聴き取り、資質向上と処

遇の改善等を図っています。 

今後、人事考課等に関しては、中立性を

保ち、職員一人ひとりへ評価等の丁寧な説

明を付けるなどフィードバックを充実させて

行っていけば、更に職員の意識向上に繋が

っていくものと思われます。 

 有給休暇や育児休暇等取りやすい環境に

あり、職員からの自己申告書の提出で、就

業状況の意向を把握するよう努めていま

す。今後更に、職員との意志の疎通を図り

継続していくことを期待します。 

福利厚生面では、インフルエンザ予防接

種や健康診断の付加検診を行ったり、職員

の交流・懇親の場を年 1回設けています。 

 質の向上では、自己研修計画・評価シー

トを用いて個々の研修成果や実施状況が

把握できる仕組みになっています。今後は

計画に対する評価及び見直しに対し、管理

者層の評価や適切なアドバイスを加えてい

くことが望まれます。 

実習生の受け入れでは、マニュアル等を

整備し、事業計画にも課題等を記載してい

ます。今後更に、育成プログラム等につい

て話し合いや見直しを全職員で行って、効

果的な実習指導の継続を期待します。 

 

Ⅱ－２－（１）  人事管理の体制が整備されている。  

 

Ⅱ－２－（１）－① 
必要な人材に関する具体的なプラン

が確立している。 
ａ 

Ⅱ－２－（１）－➁ 
人事考課が客観的な基準に基づい

て行われている。 
ｂ 

Ⅱ－２－（２）  職員の就業状況に配慮がなされている。  

 

Ⅱ－２－（２）－① 

職員の就業状況や意向を把握し

必要があれば改善する仕組みが

構築されている。 

ａ 

Ⅱ－２－（２）－➁ 
職員の福利厚生や健康の維持に

積極的に取り組んでいる。 
ａ 

Ⅱ－２－（３） 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。  

 

Ⅱ－２－（３）－① 
職員の教育・研修に関する基本姿勢

が明示されている。 
ａ 

Ⅱ－２－（３）－➁ 
個別の職員に対して組織としての教

育・研修計画が策定され計画に基づい

て具体的な取組が行われている。 
ａ 

Ⅱ－２－（３）－③ 
定期的に個別の教育・研修計画の

評価・見直しを行っている。 
ｂ 

Ⅱ－２－（４） 実習生の受け入れが適切に行われている。  

 Ⅱ－２－（４）－① 

実習生の受け入れと育成について

基本的な姿勢を明確にした体制を整

備し、積極的な取り組みをしている。 
ａ 

Ⅱ－３  安全管理  緊急時・災害時又は安全確保のため

の各マニュアルが作成されており、また

毎日のミーティングの際に子どもの体調

の変化やヒヤリハットについて報告がなさ

れ事故防止に努めています。また、感染

症の情報等を誰でも目に付くところに貼

り、情報の共有や周知が図られ、安全確

保の体制が整備されています。 

今後更に、職員全体で状況に応じたマ

ニュアルの見直しや、地域と連携した対

応計画や分担等の体制づくりに取り組ん

でいくことを期待します。 

 

Ⅱ－３－（１）  利用者の安全を確保するための取り組みが 

 行われている。 
 

 

Ⅱ－３－（１）－① 

緊急時（事故、感染症の発生時な

ど）の対応など利用者の安全確保の

ための体制が整備されている。 
ａ 

Ⅱ－３－（１）－➁ 
災害時に対する利用者の安全確保

のため取組を行っている。 
ａ 

   Ⅱ－３－（１）－③ 
利用者の安全確保のためにリスク

を把握し対策を実行している。 
ａ 
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 評価対象 Ⅱ  組織の運営管理 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

Ⅱ－４  地域との交流  一時保育や地域の子育て支援事業等

の自主事業の実施や、中高生の職場体

験受入れ、園庭開放等を行い、地域や保

護者等に保育園の持つ機能等を積極的

に還元、提供しています。 

ボランティア受け入れについては、マニ

ュアル等整備されています。今後、身近

な方々(祖父母、卒園した中・高生等)へボ

ランティアを依頼したり、効果的な受け入

れについて、全体で話し合いをするなど、

なされてみてはいかがでしょうか。 

五所川原保育連合会や小学校・児童

相談所等と不定期ではありますが、連絡

会や話し合いの場が設けられています。

今後は虐待の疑いのある子どもや特別

支援等の子どもへの対処等のために、関

係機関との定期的連絡会等を設けるなど

ネットワーク化を図っていけば、更に充実

した連携が保たれるものと思います。 

中・長期計画において、マタニティーサ

ロン事業を計画しており、実施に向けて

準備しています。また学童保育事業を自

主事業で行なっており、保育園同様延長

学童保育を実施し、保護者のニーズを把

握した事業・活動が行なわれています。  

 

Ⅱ－４－（１）  地域との関係が適切に確保されている。  

 

Ⅱ－４－（１）－① 
利用者と地域とのかかわりを大切に

している。 
ａ 

Ⅱ－４－（１）－➁ 
事業所が有する機能を地域に還元

している。 
ａ 

Ⅱ－４－（１）－③ 
ボランティア受入れに対する基本姿

勢を明確にし、体制を確立している。 
ｂ 

Ⅱ－４－（２）  関係機関との連携が確保されている。  

 

Ⅱ－４－（２）－① 必要な社会資源を明確にしている。 ａ 

Ⅱ－４－（２）－➁ 
関係機関等との連携が適切に行わ

れている。 
ａ 

Ⅱ－４－（３） 地域の福祉向上のための取組を行っている。  

 

Ⅱ－４－（３）－① 地域の福祉ニーズを把握している。 ａ 

Ⅱ－４－（３）－➁ 
地域の福祉ニーズに基づく事業・活

動が行われている。 
ａ 

 評価対象 Ⅲ  適切な福祉サービス 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

Ⅲ－１  利用者本位の福祉サービス  保育理念や基本方針に「・・・常に子ども

の最善の幸福を願う・・・」と謳われており、 

職員会議や、毎日行われるミーティング

でも、子ども一人ひとりに対する共通理解

を持ち、日々の保育を行っていることが良

くうかがえました。 

子どもや家庭のプライバシー保護につ

いては、マニュアルの整備や職員と守秘

義務の誓約を交わしたり、園からの発行

するプリント等の名前や写真、電話番号

の掲載の了解を確認するなど徹底されて

います。 

利用家族等の意向把握として、複数回

のアンケート調査を実施し、その結果内

容に基づいて色々な話し合い等もなされ

ています。保護者からも「すぐに反応があ

り良かった」という声が聞かれました。 

また、連絡ノートの利用や送迎時の対話

を行ったりすることで、日常のコミュニケ

ーションを図り、保護者と子どもの事に関

する共通理解をもつためのクラス懇談会

やプライバシーに配慮した相談室での個

別面談等も行われています。 

苦情解決の仕組みは掲示されていま

すが、第三者委員への相談の仕組み等、

保護者への周知、説明などの工夫が望ま

れます。 

 

Ⅲ－１－（１）  利用者を尊重する姿勢が明示されている。  

 

Ⅲ－１－（１）－① 

利用者を尊重したサービス提供につ

いて共通の理解をもつための取組を

行っている。 
ａ 

Ⅲ－１－（１）－➁ 
利用者のプライバシー保護に関する

規程・マニュアル等を整備している。 
ａ 

Ⅲ－１－（２）  利用者満足の向上に努めている。  

 Ⅲ－１－（２）－① 

利用者満足の向上を意図した仕

組みを整備し、取り組みを行って

いる。 

ａ 

Ⅲ－１－（３） 
 利用者が意見等を述べやすい体制が確 

保されている。 
 

 

Ⅲ－１－（３）－① 
利用者が相談や意見を述べやすい

環境を整備している。 
ａ 

Ⅲ－１－（３）－➁ 
苦情解決の仕組みが確立され十分

に周知・機能している。 
ｂ 

Ⅲ－１－（３）－③ 
利用者からの意見等に対して迅速

に対応している。 
ａ 
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 評価対象 Ⅲ  適切な福祉サービス 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

Ⅲ－２  サービスの質 の確 保  
職員による自己評価は以前から実施さ

れていましたが、管理者層の講評等も加

え、改善に向けた評価や課題解決の適

切なアドバイスをし、自ら保育や業務に反

映させていく個々の意識の向上等が望ま

れます。また、それら個々の課題解決の

話し合いを園全体で行い、常に組織とし

て改善や評価を行っていく体制づくりを期

待します。行事等に対するアンケート結

果の改善については良く話し合い、対応

がなされていましたので、同様の取組を

継続させてみてはいかがでしょうか。 

園としての標準的な保育を行う為の保

育課程など各クラスにきちんと整備され、

それに基づいた指導計画も作成されてい

ます。今後、それらの作成、見直し、評価

について、職員全体の参画と保護者等の

意向も踏まえ、定期的に検証していく仕

組みの構築が期待されます。 

全園児の個別指導計画が作成され、

各担当保育士が見直し、評価を行ってお

り、児童票へも一人ひとりの状況を詳細

に記録していました。児童票(紙媒体)の

管理も適切になされていますが、今後は

ＵＳＢ等のデータに関する具体的な管理

方法について話し合われてみてはいかが

でしょうか。 

 

Ⅲ－２－（１） 
質の向上に向けた取組が組織的に行われ

ている。 
 

 

Ⅲ－２－（１）－① 
サービス内容について定期的に評

価を行う体制を整備している。 
ａ 

Ⅲ－２－（１）－➁ 

評価結果に基づき組織として取り組

むべき課題を明確にし、改善策・改

善実施計画を立て実施している。 
ｂ 

Ⅲ－２－（２） 
提供するサービスの標準的な実施方法が

確立している。 
 

 

Ⅲ－２－（２）－① 

提供するサービスについて標準的

な実施方法が文書化されサービス

が提供されている。 

ａ 

Ⅲ－２－（２）－➁ 
標準的な実施方法について見直しを

する仕組みが確立されている。 
ｂ 

Ⅲ－２－（３） サービス実施の記録が適切に行われている。   

 

Ⅲ－２－（３）－① 
利用者に関するサービス実践状況

の記録が適切に行われている。 
ａ 

Ⅲ－２－（３）－➁ 
利用者に関する記録の管理体制が

確立している。 
ａ 

Ⅲ－２－（３）－③ 
利用者の状況等に関する情報を職

員間で共有化している。 
ａ 

Ⅲ－３  サービスの開始 ・継 続  
  保育園前の道路際に、子どもや大人も
目を引くような動物キャラクターのついた大

きな看板を設置し、保育園の事業内容や特

色を分かりやすく掲示しています。入園希

望の保護者等に対しては、保育園要覧や

入園のしおりを基に詳しく説明し、また、玄

関に園だよりやクラスだより等を常に掲示し

て、子育てサークル利用者にも保育園の様

子など情報提供がなされています。 

 入園のしおりに一時保育や延長、休日保

育等の金額も詳しく明記されていますが、

父母会費等についての説明不足がアンケ

ートで指摘されていましたので、改善が望ま

れます。卒園した子どもにも、園の行事にも

案内するなど、継続した関わりを大事にして

いる事がうかがえました。 

 

Ⅲ－３－（１） サービス提供の開始が適切に行われている。  

 

Ⅲ－３－（１）－① 
利用希望者に対してサービス選択に必

要な情報を提供している。  
ａ 

Ⅲ－３－（１）－➁ 
サービスの開始にあたり利用者等に

説明し同意を得ている。 
ｂ 

Ⅲ－３－（２） 
サービスの継続性に配慮した対応が行わ

れている。 
 

 Ⅲ－３－（２）－① 

事業所の変更や家庭への移行など

にあたりサービスの継続性に配慮し

た対応を行っている。 
ａ 

Ⅲ－４  サービス実施計画の策定  毎年４月に記入提出してもらう家庭調

査書を全てデータ入力し、次年度からは

変更事項(箇所)のみの提出にするなど、

保護者の記入省略化と速やかな変更情

報の共有化が可能となっていることが、

非常に高く評価されます。 

全ての子どもの個別指導計画が毎月

作成され、発達や成長に応じたねらいを

達成するよう取組み、評価と反省、成果と

課題も記録し、日常の保育を行っている

ことも高く評価されます。また、個別の課

題等についても、職員会議等で話し合わ

れ、情報の共有化も良くなされていす。 

 

Ⅲ－４－（１）  利用者のアセスメントが行われている。  

 Ⅲ－４－（１）－① 
定められた手順に従ってアセスメン

トを行っている。 
ａ 

Ⅲ－４－（２） 
利用者に対するサービス実施計画が策定

されている。 
 

 

Ⅲ－４－（２）－① 
サービス実施計画を適切に策定して

いる。 
ａ 

Ⅲ－４－（２）－➁ 
定期的にサービス計画の評価・見直

しを行っている。 
ａ 
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保 育 サ ー ビ ス 内 容 評 価 

 評価対象 A-１  保育所保育の基本 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

A-１-(１）  養護と教育の一体的展開   保育課程は、改訂された保育所保育

指針、児童福祉法、更に幼稚園教育要領

等を基に、発達過程や地域の伝統、状

況、園独自の特性を踏まえながら丁寧に

作成されています。また、見直しや改善に

ついても、常に状況変化の把握や、より

実態に即した保護者支援・指導等を考慮

していくよう努めています。 

乳児室は 0,1,2 歳児オープン保育がで

きるようになっていますが、更に平成１２

年に増築(126 ㎡)されたこともあり、発達

や活動に応じて間仕切りの出来る広々と

したスペースとなっています。採光も良く

清潔で快適な生活環境を維持し、床材も

クッション性の高いものを使用するなど安

全面や防音性にも配慮した保育室となっ

ています。 

３歳以上児の各クラスも独立性を保ち

ながらも往来できる扉があり、異年齢児

の活動、交流等を配慮した保育室です。 

安全面では入口ドア窓のアクリルガラス

や角のないロッカーの設置、衛生面では

衣類の乾燥の為の昇降バトンの使用など

様々な工夫、配慮がなされています。園

内の男女別のトイレや、コーナー遊びや

自由遊び等、多目的に使用できる小ホー

ルなど、設備、環境面の配慮に、感心し

高い評価を得られるものだと思います。 

 小学校との連携では、向かいが小学校

ということもあり、相互の行事への参加や

年度初めの書類、意見伝達などなされて

います。卒園児の行事への招待や地区

内外の学童保育の受入れなどもしていま

すので、今後更に話合いの機会を設ける

など連携を高めていくことを期待します。 

子どもたちが、長時間生活する環境と

しては、広い園舎や周りを自然に囲まれ

た環境の中、体を十分動かし、様々な活

動や体験をし、発達、成長できる十分な

環境となっています。 

更に、その恵まれた環境の中で、職員

同士の連携、協力、協同の基、自発的な

準備、整備と状況に応じた主体的な環境

づくりに努めることを期待します。 

以前から行っていた園内での自己評価

と今回の第三者評価受審における自己

評価でも、勤務・経験年数により自己評

価の趣旨や意義等の理解にバラツキが

見られましたが、指導計画等の反省、評

価などから、自らの保育実践に対して振

り返り、改善などか図られています。 

 

A－１－(１)－① 

保育所の保育の方針や目標に基づき、発

達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や

家庭及び地域の実態に即した保育課程を

編成している。 

ａ 

A－１－（１）－② 

乳児保育のための適切な環境が整備さ

れ、保育の内容や方法に配慮されてい

る。 
ａ 

A－１－（１）－③ 

１・２歳児の保育において養護と教育の一

体的展開がされるような適切な環境が整

備され、保育の内容や方法に配慮されて

いる。 

ａ 

A－１－（１）－④ 

３歳以上児の保育において養護と教育の

一体的展開がされるような適切な 環境が

整備され、保育の内容や方法に配慮され

ている。 

ａ 

A－１－（１）－⑤ 

小学校との連携や就学を見通した計画に

基づいて、保育の内容や方法、保 護者と

のかかわりに配慮されている。 
ａ 

Ａ－１－（２）  環境を通して行う保育  

 

Ａ－１－（２）－① 

生活にふさわしい場として、子どもが心地

よく過ごすことのできるような人的・物的環

境が整備されている。 
ａ 

Ａ－１－（２）－② 

子どもが基本的な生活習慣を身につけ、

積極的に身体的な活動ができるよう な環

境が整備されている。 
ａ 

Ａ－１－（２）－③ 

子どもが主体的に活動し、様々な人間関

係や友だちとの協同的な体験がで きるよ

うな人的・物的環境が整備されている。 
ａ 

Ａ－１－（２）－④ 

子どもが主体的に身近な自然や社会とか

かわれるような人的・物的環境が整備さ

れている。 
ａ 

Ａ－１－（２）－⑤ 

子どもが言葉豊かな言語環境に触れた

り、様々な表現活動が自由に体験できる

ような人的・物的環境が整備されている。 
ａ 

Ａ－１－（３）  職員の資質向上  

 Ａ－１－（３）－① 
保育士等が主体的に自己評価に取り組

み、保育の改善が図られている。 
ａ 
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 評価対象 A-２   子どもの生活と発達 
評 価 

結 果 
評 価 結果 講 評 

 

Ａ－２－（１）  生活と発達の連続性  今回の自己評価でも「静止の言葉などが

出てしまう」という評価もありましたが、園内

での自己評価、指導計画の反省、評価等か

ら、子ども一人ひとりへの受容の意識、理

解の深まりが感じられました。今後も経験を

重ね、様々な状況に応じる配慮や知識を、

更に深めていくことを期待します。 

障害のある子どもの受入れについて、障

害児保育事業とふれあい保育事業を実施

し、統合保育の中で子どもの特性を配慮し

た保育が行われています。個別に関係機関

との連携、会議等での話し合いも行われて

いますが、障害児への理解を更に高める為

に、専門家を招いて内部研修や外部研修

会等への積極的参加、派遣など、園全体と

で取り組んでいくことを期待します。 

 延長保育では異年齢児の交流や、時には

学童保育の子どもたちとのかかわりもあり、

夕食(軽食)の提供もされています。今後更

に、コーナー畳を移動配置するなど延長保

育の内容を充実させていく事を期待します。 

 子どもの健康状態等について、毎日のミ

ーティングで確認し連絡事項なども全職員

に周知する仕組みとなっています。今後もき

め細かい申し送りの徹底と健康の重要性を

保育の中で指導していくことを期待します。 

 乳幼児の給食やアレルギー疾患への対

応では、看護師１名と栄養士を３名配置す

るなどして離乳食やアレルギー除去の代替

食を提供するなど配慮しています。今後も

安全・衛生管理の徹底や給食会議を充実さ

せ、保護者等も安心し、子どもたちも楽しん

で食事する環境づくりの継続を期待します。 

 

A－２－(１)－① 
子ども一人ひとりを受容し、理解を深めて働

きかけや援助が行われている。 
ａ 

A－２－(１)－② 

障害のある子どもが安心して生活できる保

育環境が整備され、保育の内容や方法に

配慮がみられる。 
ｂ 

A－２－(１)－③ 
長時間にわたる保育のための環境が整備

され、保育の内容や方法が配慮されている。 
ａ 

Ａ－２－（２） 
子どもの福祉を増進することに最もふさわ 

しい生活の場 
 

 

A－２－(２)－① 
子どもの健康管理は、子ども一人ひとりの

健康状態に応じて実施している。 
ａ 

A－２－(２)－② 食事を楽しむことができる工夫をしている。 ａ 

A－２－(２)－③ 
乳幼児にふさわしい食生活が展開されるよ

う、食事について見直しや改善をしている。 
ａ 

A－２－(２)－④ 

健康診断・歯科健診の結果について、保護

者や職員に伝達し、それを保育に反映させ

ている。 
ａ 

Ａ－２－（３）  健康及び安全の実施体制  

 

A－２－(3)－① 

アレルギ－疾患、慢性疾患等をもつ子ども

に対し、主治医からの指示を得て、適切な

対応を行っている。 
ａ 

A－２－(3)－② 

調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実

施され、食中毒等の発生時に対応できるよ

うな体制が整備されている。 
ａ 

Ａ－３  保護者に対する支援 
評 価 

結 果 
評価結果講評 

 

Ａ－３－（１）  家庭との緊密な連携  
毎日の子どもの喫食状況について、３歳

未満児は保育士が保育日記に記録し、３歳

以上児は自ら、おたより帳に食べ具合を記

しています。また、自園のりんご畑での様々

な果物の栽培収穫や園庭の菜園活動な

ど、子どもも保護者も楽しみながら自然に食

育に感心、興味が持てるようになっていま

す。献立表も食材の栄養素別に赤・黄・緑

で印字するなど給食、おやつのサンプル展

示と共に、良く工夫がなされています。 

保護者支援、共通理解では、日常的な情

報交換(連絡ノートや送迎時の対話)の他

に、クラス懇談会やプライベートに配慮し面

談室で個別相談の時期(年２回)を設けるな

ど、共通理解と信頼関係を深めています。 

 虐待について気になる事など、マニュアル

に基づき常に話し合い、早期発見や予防に

努めるなど、関係機関との連携も踏まえ、

対応しています。 

 

A－3－(1)－① 
子どもの食生活を充実させるために、家

庭と連携している。 
ａ 

A－3－(1)－② 
家庭と子どもの保育が密接に関連した保

護者支援を行っている。 
ａ 

A－３－(１)－③ 

子どもの発達や育児などについて、懇談

会などの話し合いの場に加えて、保護者

と共通の理解を得るための機会を設けて

いる。 

ａ 

A－３－(１)－④ 

虐待に対応できる保育所内の体制の下、

不適切な養育や虐待を受けていると疑わ

れる子どもの早期発見及び虐待の予防

に努めている。 

ａ 
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